


３年２組 ２班 『カーブミラーの設置などの道路の整備』 

県道 48 号のある桜並木に通じる十字路ではカーブミラーがあります。しかし、その桜並木に延びる道を少し

進むとカーブがあるのでミラーを見てから通っても車が来ることがあります。また、車が来ているか身を乗り出

して見ても危ないことがあります。 

解決策の一つ目は人通りの多い道を舗装することです。舗装する場所の例として小学生の通学路や河口付近、

交差点付近などです。二つ目はカーブミラーを設置することです。設置する場所の例として住宅街や車通りの多

い路地、車が死角になる場所などです。 

道路設備を整えることによるメリットを説明します。私たち中学生にとっては、自転車通学が楽で 

安全になり、ケガや事故を減らすことができます。小さな子どもたちにとっては、転ぶことが減り、ケガを少な

くすることができます。高齢者の方々には、安全に歩くことができ、外に出歩く機会を増やすことにつながりま

す。車を運転する人たちには、揺れることが減り安心安全に運転することができるようになります。野洲市にと

っては街並みがきれいになり、町おこしにつながると思います。これは、イメージ図になります。 

コンクリートの舗装が剥げていたりカーブミラーが足りなかったりなど様々な道路に関する問題があります。

小さなものですがケガをした人もいます。また、大きな事故が起きる可能性がないとは言えません。そのため、

ケガや事故を未然に防ぐためにも道路設備を整えてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












